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１．検討の体制・経過 

１－１．検討の体制 

立地適正化計画の策定に当たっては、専門的知見や町民の皆様のご意見を計画に反映させるた

め、小川町都市計画審議会での報告、ポスターセッション（計画案に関するポスター掲示による

住民周知）、住民説明会、パブリックコメント（意見募集手続）を経ながら検討を進めてきました。

また、商業、公共交通、医療、不動産の各分野の関係者や地域住民代表者のご意見を伺うため、

小川町立地適正化計画策定に向けた外部意見交換会を開催しました。 
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１－２．検討の経過 

 

開催日 内容 

平成 30 年 ３月 23 日 小川町都市計画審議会 

平成 31 年 

２月 15 日 小川町立地適正化計画策定に向けた外部意見交換会 

３月 20 日 小川町立地適正化計画策定に向けた外部意見交換会 

３月 29 日 小川町都市計画審議会 

令和元年 

７月４日 小川町立地適正化計画策定に向けた外部意見交換会 

７月 18 日 小川町都市計画審議会 

８月４日 
ポスターセッション（計画案に関するポスター掲示による住民周知） 

会場：ＯＧＡＷＡ’Ｎ ＭＡＲＣＨＥ（町役場前広場） 

８月 13 日 

～９月 13 日 
パブリックコメント（意見募集手続） 

８月 31 日 小川町立地適正化計画（案）に関する説明会 

令和２年 

２月 19 日 小川町立地適正化計画策定に向けた外部意見交換会 

２月 28 日 小川町都市計画審議会 

４月１日 策定・公表 
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２．用語集 

 

あ行 

○延焼遮断空間 

地震に伴う市街地火災の延焼を阻止する不燃

空間。 

 

か行 

○合併処理浄化槽 

住宅、学校、病院などで発生するし尿と生活雑

排水を合わせてその敷地内で処理する比較的

小規模の処理システム。 

 

○既成市街地 

都市において、道路が整備され建物が連坦する

など、すでに市街地が形成されている地域。 

 

○既存ストック 

現在あるいはある時点までに蓄積された総体。 

 

○狭あい道路 

幅員が狭く、救急車や消防車などの通行が困難

な道路。 

 

○近隣商業地域 

用途地域の一つで、近隣の住宅地の住民に対す

る日用品の供給を行うことを主たる内容とす

る商業その他の業務の利便を増進するため定

める地域。 

 

○公共下水道 

市町村が建設し管理する下水道。家庭や工場の

近くまで下水道管を延ばし、下水を集め終末処

理場で処理するものと、流域下水道へ接続する

ものとがあります。 

○公共施設等総合管理計画 

今後の公共施設等の更新・統廃合・長寿命化等

を計画的に行うことを目的とした計画。 

 

○工業地域 

用途地域の一つで、主として工業の利便を増進

するため定める地域。 

 

○交通結節点 

路線バスと鉄道など、交通手段間の乗換え・乗

り継ぎを行う箇所。 

 

さ行 

○市街化区域 

既に市街地が形成されている箇所や、今後優先

的・計画的に市街化していくべき箇所として、

都市計画法に基づき指定された区域。 

 

○市街化調整区域 

原則的に市街化を抑える区域として、都市計画

法に基づき指定された区域。 

 

○市街地開発事業 

道路・公園・下水道・宅地等を総合的に整備す

る事業。代表的なものとして、土地区画整理事

業等があります。 

 

○樹林地 

森林のうち、林木が集団的に生育している土地

及び樹木の点在地。 

 

○準工業地域 

用途地域の一つで、主として環境の悪化をもた

らすおそれのない工業の利便を増進するため

定める地域。 
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○商業地域 

用途地域の一つで、主として商業その他の業務

の利便を増進するため定める地域。 

 

○浸水想定区域 

水防法により河川管理者が、河川整備の基本と

なる降雨により河川がはん濫した場合に浸水

が想定される区域を指定するもの。 

 

○生活サービス施設 

医療、福祉、商業などの日常的に利用される施

設。 

 

た行 

○第 1種住居地域 

用途地域の一つで、住居の環境を保護するため

定める地域。 

 

○第 1種中高層住居専用地域 

用途地域の一つで、中高層住宅に係る良好な住

居の環境を保護するため定める地域。 

 

○第 1種低層住居専用地域 

低層住宅に係る良好な住居の環境を保護する

ため定める地域。 

 

○地域公共交通網形成計画 

地域にとって望ましい公共交通の姿を明らか

にした計画。 

 

○地区計画 

地区の特性に応じて、良好な都市環境の形成を

図るために必要な事項を定める「地区レベルの

都市計画」のこと。市民などの意見を反映して、

まちづくりのルールをきめ細かく定めるもの

です。 

○調整池 

開発に伴って失われた保水機能を補うため、雨

水を一時的に貯めて河川への雨水の流出量を

調節することにより洪水被害の発生を防止す

る施設。 

 

○特定用途誘導地区 

立地適正化計画に記載された都市機能誘導区

域のうち、当該都市機能誘導区域に係る誘導施

設を有する建築物の建築を誘導する必要があ

ると認められる区域。 

 

○都市機能 

医療・子育て支援・教育文化・福祉・商業等の

都市の生活を支える機能。 

 

○都市基盤 

一般的に道路・街路、鉄道、河川、上下水道、

エネルギー供給施設、通信施設などの生活・産

業基盤や学校、病院、公園などの公共施設のこ

と。 

 

○都市計画区域 

一体の都市として総合的に整備、開発及び保全

する必要がある区域。 

 

○都市計画提案制度 

住民などによるまちづくりの取組を都市計画

に反映させる制度。都市計画法と都市再生特別

措置法に規定されています。 

 

○都市計画道路 

都市計画区域内において、都市計画法第 11 条

の都市施設として都市計画決定された道路。 

 

○都市計画マスタープラン 

都市計画法第 18 条の 2 に基づき、長期的視

点にたった都市の将来像を明確にし、その実現



156 
 

に向けての大きな道筋を明らかにした計画の

こと。 

 

○都市公園 

計画的なまちづくりの一環として国や県、市町

村が整備・管理する公園。規模や機能等によっ

て種類が区分されています。 

 

○土砂災害警戒区域 

土砂災害が発生した場合に、住民の生命又は身

体に危害が生ずるおそれがあると認められる

土地の区域。 

 

○土砂災害特別警戒区域 

土砂災害警戒区域のうち、建築物に損壊が生じ

住民の生命または身体に著しい危害が生ずる

おそれがあると認められる土地の区域で、一定

の開発行為などが規制される区域。 

 

○都市緑地 

都市の自然環境を保全するために設けられて

いる緑地。 

 

○土地区画整理事業 

狭あい道路の解消や無秩序な乱開発の防止な

どまちづくりに関する課題を解決するため、道

路・公園等の公共施設や上下水道・ガスなどを

整備し、土地の区画の改善なども含めて総合的

に行う事業。 

 

な行 

○内水 

排水区域内において一時的に大量の降雨が生

じた場合に、下水道及びその他の排水施設並び

に河川その他の公共の水域に雨水を排水でき

ないことにより地表面に溜まった水。 

○農業集落排水 

農業用用排水の水質保全や農村の生活環境の

改善などを図るとともに、公共用水域の水質保

全に寄与することを目的とした農林水産省所

管による下水道事業のこと。 

 

は行 

○バリアフリー 

障害のある方が社会生活をしていく上で障壁

（バリア）となるものを除去するという意味で、

物理的，社会的，制度的，心理的な全ての障壁

の除去のことをいいます。 

 

○保安林 

水源の涵養、土砂の崩壊その他の災害の防備、

生活環境の保全・形成等、特定の公益目的を達

成するため、農林水産大臣又は都道府県知事に

よって指定される森林。 

 

や行 

○用途地域 

都市計画法に基づく土地利用の区分の一種で、

土地利用の混在を防止する目的として、住宅・

商業・工業などの目指すべき土地利用の方向に

応じて、13 種類に区分し指定された地域。本

町では、そのうちの 9 種類が指定されていま

す。 

 

その他 

○ＮＰＯ 

非営利団体（Non-Profit Organization）の略。

ボランティア活動などの社会貢献活動を行い、

営利を目的としない団体の総称のことをいい

ます。 

 

○ＰＤＣＡサイクル 

Plan・Do・Check・Action の４段階から成り、

“Plan”では目標を設定と計画作成、“Do”で
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は計画に沿った行動、“Check”では行動した

結果の問題点の洗い出しや分析、“Action”で

は分析結果を受けた計画見直しを行います。こ

れらを繰り返すことで次第に改善していく一

連の流れのこと。 
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